
報告第３６号 

 

東広島市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の廃止等について 

 

 

１ 目的、概要 

  子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の一部改正により、幼児教育・保育が無償

化されることに伴い、東広島市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を一部改正または廃止する。 

  

２ 改正箇所について 

 （１）要綱の廃止（第１条） 

   ① 東広島市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成２１年東広島市告示第２５０号）

は、令和２年３月３１日をもって廃止する。 

   ② 廃止前の令和元年新要綱の規定による交付の決定がされた補助金については、旧要綱の

規定は、なおその効力を有する。 

 （２）一部改正（第２条） 

   ① 改正内容 

    （目的） 

     補助金の対象となる施設について、子ども・子育て支援法第２７条第１項に規定する特

定教育・保育施設を除く。 

    （補助金の額） 

     補助対象期間を平成３１年４月から令和元年９月までの前期分とし、別表第１、第２に

定められた補助金限度額（年額）を改正する。 

     あわせて、途中入退園の場合の算定方式を改め、また保護者が実際に支払った入園料・

保育料の合計が補助金限度額を下回る場合の算定方式を新たに定める。 

   ② 令和元年度分の東広島市私立幼稚園就園奨励費補助金について適用し、平成３０年度分

までの補助金については、なお従前の例による。 
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別表第１ 

 

  

保護者と生計を一にする子
のうち最年長者である私立
幼稚園に在園している者

保護者と生計を一にする子
のうち次年長者である私立
幼稚園に在園している者

保護者と生計を一にする子
のうち最年長者及び次年長
者以外の私立幼稚園に在園
している者

Ⅰ 154,000円 154,000円 154,000円

136,000円 154,000円 154,000円

154,000円 154,000円 154,000円

１６歳未
満の扶養
親族の数

１６歳以
上１９歳
未満の扶
養親族の
数

市民税所得割課税額

１人 １人 ０人 ５５，８００円 93,600円 ― ―

１人 １人 ６６，９００円 ― 123,500円 ―

２人 ０人 ７７，１００円 93,600円 123,500円 ―

１人 ２人 ７８，０００円 ― ― 154,000円

２人 １人 ８８，２００円 ― 123,500円 154,000円

３人 ０人 ９８，４００円 93,600円 123,500円 154,000円

１人 ３人 ８９，１００円 ― ― 154,000円

２人 ２人 ９９，３００円 ― ― 154,000円

３人 １人 １０９，５００円 ― 123,500円 154,000円

４人 ０人 １１９，７００円 93,600円 123,500円 154,000円

１人 ４人 １００，２００円 ― ― 154,000円

２人 ３人 １１０，４００円 ― ― 154,000円

３人 ２人 １２０，６００円 ― ― 154,000円

４人 １人 １３０，８００円 ― 123,500円 154,000円

５人 ０人 １４１，０００円 93,600円 123,500円 154,000円

136,000円 154,000円 154,000円

補助金限度額

階層

生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の
促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第３０号）の規定による支援給付を受けている世帯（以下「第Ⅰ階
層」という。）

Ⅱ

当該年度分の市民税が課税されない世帯及び市民税の所得割が課税されない世帯
（以下「第Ⅱ階層」という。）

第Ⅱ階層に該当する世帯のうち、ひとり親世帯等

５人

Ⅲ

１９歳未満の扶養
親族の人数に応
じ、当該年度分の
市民税所得割課税
額が基準額の欄に
掲げる金額以下の
世帯（以下「第Ⅲ
階層」という。）

基準額

第Ⅲ階層に該当する世帯のうち、ひとり親世帯等

２人

３人

４人

１９歳未満の扶養親族の数
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別表第２ 

 

 

小学校１年生、２年生又は３年生の兄又は姉を有
しない場合において、次のいずれかに該当する者

次のいずれかに該当する者 次のいずれかに該当する者

（１）　私立幼稚園に在園している幼児が１人で
ある場合における当該幼児

（１）　小学校１年生、２年生又は３年生の兄又
は姉を有しない場合において、同一の世帯から幼
稚園等に在園している幼児が２人以上であるとき
における私立幼稚園に在園している次年長者であ
る幼児

（１）　小学校１年生、２年生又は３年生の兄又
は姉を有しない場合において、同一の世帯から幼
稚園等に在園している幼児が３人以上であるとき
における私立幼稚園に在園している最年長者及び
次年長者以外の幼児

（２）　同一の世帯から幼稚園等に在園している
幼児が２人以上である場合における私立幼稚園に
在園している最年長者である幼児

（２）　小学校１年生、２年生又は３年生の兄又
は姉を１人有している場合において、次のいずれ
かに該当する者

（２）　小学校１年生、２年生又は３年生の兄又
は姉を１人有している場合において、同一の世帯
から幼稚園等に在園している幼児が２人以上であ
る場合における私立幼稚園に在園している最年長
者以外の幼児

ア　私立幼稚園に在園している幼児が１人であ
るときにおける当該幼児

（３）　小学校１年生、２年生又は３年生
の兄又は姉を２人以上有している場合にお
ける私立幼稚園に在園している幼児

イ　同一の世帯から幼稚園等に在園している幼
児が２人以上である場合における私立幼稚園に
在園している最年長者である幼児

１６歳未
満の扶養
親族の数

１６歳以
上１９歳
未満の扶
養親族の
数

市民税所得割課税額

１人 １人 ０人 １９１，４００円 ― ―

１人 １人 １９８，６００円 ― ―

２人 ０人 ２１１，２００円 92,500円 ―

１人 ２人 ２０５，８００円 ― ―

２人 １人 ２１８，４００円 92,500円 ―

３人 ０人 ２３１，０００円 92,500円 154,000円

１人 ３人 ２１３，０００円 ― ―

２人 ２人 ２２５，６００円 31,100円 92,500円 ―

３人 １人 ２３８，２００円 92,500円 154,000円

４人 ０人 ２５０，８００円 92,500円 154,000円

１人 ４人 ２２０，２００円 ― ―

２人 ３人 ２３２，８００円 92,500円 ―

３人 ２人 ２４５，４００円 92,500円 154,000円

４人 １人 ２５８，０００円 92,500円 154,000円

５人 ０人 ２７０，６００円 92,500円 154,000円

Ⅴ ― 77,000円 154,000円
第Ⅰ階層、第Ⅱ階層、第Ⅲ階層及び第Ⅳ階層のいずれにも該当しない世
帯

階層

Ⅳ

１９歳未満の
扶養親族の人
数に応じ、当
該年度分の市
民税所得割課
税額が基準額
の欄に掲げる
金額以下の世
帯（以下「第
Ⅳ階層」とい
う。）

基準額１９歳未満の扶養親族の数

２人

３人

４人

５人

補助金限度額
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